
岡山県農業再生協議会（平成２７年１月）

稲作農家の皆様へ

飼料用米に取り組むメリット

水田活用の直接支払交付金
（戦略作物助成）

飼料用米に取り組みましょう
27年産米の全国生産数量目標は751万㌧（前年差▲14万㌧）となったものの、主食用米の需給改善に
は不十分な水準です。人口減や需給緩和を背景に主食用米の需要や価格はマイナス傾向にあります。
安全で栄養価の高い国産の飼料用米は大きな需要があり、作付段階で収入が見通せるため、経営安定に
つながります。

●トウモロコシ等輸入飼料の価格高騰や食料自給率向上の観点から、安全で栄養価の高い国産の飼料用米に畜産農家から
の期待が高まっています。
●潜在的な需要が大きく、今後大幅な生産拡大が期待できます。
特に岡山県では…
★県内の販売業者が、県産の飼料用米で育てた鶏卵や牛・豚・鶏肉を商品化し、「安全・安心な県産米で育てた畜産物」
として消費者から大変よろこばれていますが、供給量が大幅に不足し、飼料用米の大幅な増産が求められています。

●国が手厚い助成措置を講じており、主食用米と遜色ない収入が期待できます。
●専用の機械設備が不要で、主食用米と同じ機械設備で生産することができます。

●数量払の導入で最大10.5万円／10a
　　　　標準単収でも8万円／10a
　・交付対象者は販売農家・集落営農

 ・数量払による助成については、農産物検査機関による数量の確認を受け
ていることが条件。

 ・※は全国平均の平年単収（標準単収値）に基づく数値であり、各地域への
適用に当たっては、市町村等が当該地域に応じて定めている単収（配分単
収）を適用。

（注）産地交付金は、〈支援③〉以外に、地域農業再生協議会が別途、独自助成措置を設けている場合があります。詳細は各地域農業再生協議会におたずねください。

支援

1

水田活用の直接支払交付金（産地交付金）：多収性専用品種
●多収性専用品種に取り組むと上乗せで助成されます。助成単価：12,000円／10a
多収性専用品種とは…
・モミロマン、ホシアオバ等、主食用以外の用途向けに育成され、一般的な主食用品種と比べて収量が多いと
国が認めた20品種

岡山県では特認品種として「中生新千本」も同じ助成を受けられます

支援

2

水田活用の直接支払交付金（産地交付金）：大規模作付する担い手
●飼料用米に1ha以上取り組む担い手※を対象に、産地交付金による助成が受けられます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助成単価：8,000円／10a

支援

3

ここが
ポイント

！岡山県
だけ

ここが
ポイント

！岡山県
だけ

数量払の単価（頃き）:約167円／㎏助成額
（10aあたり）

10.5万円

8.0万円

5.5万円

380※ 530※
標準単収値 単収(㎏／10a)

680※

※認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、
人・農地プランにおける中心経営体



１）国からの交付金を活用すること
で、飼料用米の所得は主食用米
と遜色ありません。

２）十分な需要を確保しています。
安心してお近くのJAに出荷し
て下さい。

〈参考〉その他飼料用米に関係する国の支援措置

●水田活用の直接支払交付金（耕畜連携助成）
　耕畜連携の取組（飼料用米の生産ほ場の稲わら利用）に対して助成されます。

助成単価：13,000円／10a

（注）交付金の単価や要件等は、国における平成27年度予算概算要求に基づくもので、今後、変更となる場合があります。

主食用米と同等の収入が期待できる
飼料用米に積極的に取り組みましょう！

飼料用米の疑問にお答えします

●飼料用米に関するお問い合わせ窓口

●「中生新千本」技術資料 http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/409615_2526057_misc.pdf

問い合わせ先 所　在　地 電話番号
中国四国農政局生産部生産振興課 岡山市北区下石井1－4－1岡山第二合同庁舎４F

岡山市北区磨屋町9－18
岡山市北区磨屋町9－18

岡山市北区内山下2－4－6

086－224－4511（代）

086－234－6875
086－232－2358

086－226－7424

岡山県農業再生協議会事務局

（JA全農岡山県本部米穀部）
（JA岡山中央会農政広報部）

（岡山県農林水産部農産課農産振興班）
各農業協同組合、各県民局農林水産事業部（農畜産物生産課、農業普及指導センター）

１）飼料用米で所得の確保につ
ながるの？

２）周りに畜産農家は少ないけ
れど、本当に販売先を確保
できるのかなあ。

３）専用品種を導入することはコン
タミリスクもありますから、まず
は作り慣れた主食用品種から始
めることをお勧めします。
専用品種を作付する場合は、主食
用米へのコンタミを防ぐため作
付の団地化を行いましょう。

３）主食用米に飼料用米が混
ざってしまわないか不安だ
なぁ…。

４）交付金の支払根拠として検査機
関による検査が義務付けられて
います。

４）飼料用米は出荷のときに農
産物検査を受ける必要があ
るの？


